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標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）の構成  

第1編健診・保健指導の理念の転換  

策1章 新たな健診・保健指導の方向性  

第2章 新たな健診・保健指導の進め方（流れ）  

弟3章 舶実施者が有すべき資質  
第2ヰ 健診  

第1車 内臓脂肪症侯群（メタポリツクシンドローム）に着目する意義  

第2章健診の内容  
第3享 保健指導対象者の選定と階層化  

第4章 健診の頼度管理  

策5章 健診データ等の電子化  

第6章健診の実施に関するアウトソーシング  

第3編 保健指導  

第1享 保健指導の基本的考え方  

第2章 棚指導）計画の作成  
第3享 保健指導の実施  

第4章 舶の評価  
第5章 地域・職域における保健指導  

第6章保健指導の実施に関するアウトソーシング  

第4編体制・基盤整備、総合評価  
第1華 人村有成体制の整備  

策2章最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備  

芙3童 健診・促せ指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理  

（添付資料）支援材料等、関係学会におけるガイドライン（抜粋）、「健診・保健指導」の研修ガイドライン（案）  
（別冊）保健指導における学習教材集  

第1編 第1章 新たな健診・保健指導の方向性  
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これからの健診・保健指斗  これまでの健診・保健指導  

内臓脂肪聖肥満に着目した生活習慣病予防のた  
めの保健指ヰを必要とする者を抽出するための  
健診  

最新の科  
学的知識  
と、課題抽  
出のため  

健診に付加した保健指導  

プロセス重視の保健指導  結果を出す保健指導  

個別疾患の早期発見・早期治療  内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容  
リスクの暮檀がある対た著に対し、医臥保健師、管理業暮士等が  
早期lこ介入し、行動変容につながる保健指導を行う  

健診結果の伝達、理想的な生活  
習脚こ係る一般的な情報提供  

自己選択と行動変容  
対た看が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、  
生活習慣の改善電自らが選択し、行動変容につなげる  

健診結果で「要指導」と指摘され、  
健康教育等の保健事業に参加し  
た舌  

健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ  
れた保健指導を提供  
リスクに基づくせ先順位をつけ、保健指導の必手性に応じて「情報提  
供」「lわ鮒寸け支擾」r積極的支援」を行う  

一時点の健診結果のみに基づく  
保健指導  

画一的な保健指導  

健診備属の軽年変化および将来予測を  

踏まえた保健措辞  
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設  
定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施  

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタ  
イルを考慮した保健指導  行動変容を  

促す手法  実施回数や参加人数（アウトプット  
評価）  糖尿病等の患者・予備群の25％減少（ア  

ウトカム評価）  

医療保険者  
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対策が急務な生活習慣病の例：糖尿病  

■用度症→卒願β．00β人が  

原質摩碧  

■腎摩富→卒周新竹有人が新顔  
仁人ヱ透析／草原医療者5タロ万ノ甲ノ  

■雁摩筈→虜牙  

■戯虚穿疾凄一→屠たきり・屠亡  

■虚血燈心疾憲一→牙亡  

不
健
康
な
 
 

生
活
習
慣
 
 

平成9年の690万人から平成14年  
の740万人と、5年間で50万人（約  

7％）増加、糖尿病の可能性が否定で  

きない人を加えると5年間で250万人  

（約18％）増加している。  

三次予防  

病気進行防止  
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メタポリツクシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した糖尿病等の  

発症予防・重症化予防の流れに対応した指標  
○脂肪エネルギー比  
0野菜摂取i  

O日常生活における歩数  

○運動習慣のあるものの割合  
○睡眠による休養不足壱の割合  

○メタホリックシンドロームに起因する ●虚血性心疾患受療率  ●虚血性心疾患死亡率  
糖尿病事の有病者・予蘭群劉  
■肥満度測定鰯雇（腹囲、BMり  

・血圧測定括果  
・脂賞測定結果  

●脳血管疾患受確率  ●脳血管疾患死亡率  

●糖尿病による視覚障害発症率   ●平均自立期間  

●糖尿病による人工透析新規導入率  

●■■■＝＝▼＝＝＝＝＝＝＝＝＝■  

▼●【不適切な生活習慣】【境界領域期】【生活習慣病の発症】▼＼【重症化・合併症】 【死亡】  

・心疾患  

（心筋梗塞、狭心症）  

・脳血管疾患  
（脳出血、脳梗塞）  

・人工透析   

・失明（視覚障害）   

・不適切な食生活  

・運動不足  

・ストレス過剰  

・飲酒  
・喫煙   など  

・死亡  

冶鮫二崖腹投盈  

、重症化予硯の取組  

受捜促進  
適切座点滴緑′妄′き  

ぎ慣食事・運動等  
の禁竃指醤   

保健指導  

（発症予硯  
生活苦演、貰室運転  
等、の改善指尋  

態後づくりに管する  
普及・啓発  

○メタホリックシンドロー ○健診受診率 ○保健指導実施率  ○医療機関受診率  
ムの概念の浸透度  

2．健診・保健指導事業の監査  

のすすめ方  

33一   
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（1）情幸馴文集（定量的把握＞定性的把握）   

（偏り－もれがない、実態の客観的t定量的観察）  

（2）情報解析 ‥・・・ 情報リテラシー   

（問題点の明確化、解決方向性の明確化）  

（3）決断   

（根拠に基づく正しい判断）  

（4）決断の評価   

（情報に基づくフィードバック）  

要注意：「思い違い、思い過ごし、思い込み‥・」  
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ハイリスク・ストラテジーと  

ポピュレーションストラテジー   

21世紀における国民健康づくり運動  

（健康日本21）  

・「総論」：健康増進施策の世界的潮流を踏まえた新しい   

我が国の健康増進施策である「健康日本2りを推進す   

る際の基本戦略、地域で取組を展開する際の留意点。  

・第3章「基本戦略」   

第1節「基本方針」   

第2節「対象集団への働きかけ」   

「1．1次■2次予防施策との整合性」、   

「2．高リスクアプローチと集団アプローチ」、   

「3．ソーシャルマーケティングの活用」  

－36－   



「集団アプローチと   

高リスクアプローチ」  
ll  

「ハイリスクtアプローチと  

ポピュレーション・アプローチ」  

鼠3－ll■リスク7ブローチと集団アプローチ  

健康日本21総論  

第3章 基本戦略  

第2節「対象集団への働き  

かけ」  

「2．高リスクアプローチと  
集団アプローチ」  ；躯域 〕芋J  

宜3－2 危喉団子と合例症の発生数  

ハイリスク  

－37一－   
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ポピュレーションストラテジーの例  

（1）参加率の高い既存の事業を活用して、広く介入  

（例：母子保健事業参加者への働きかけ）  

（2）義務教育と連携  

（例：小・中学校の児童一生徒や親への働きかけ）  

（3）環境整備  

（例：飲食施設でのヘルシーメニュー、施設の禁煙・完全分煙、   
遊歩道、公園など）  

（4）税・経済的誘導／インセンティブ・企業の取り組み  

（例：タバコ税の値上げ、健康保険の保険料の差別化、非喫   
煙者用保険商品、禁煙補助製品の販売）  

（5）法令による社会通念の形成  

（例：シートベル着用、未成年の禁煙・禁酒、自販機撤去条例、   
生活環境条例（千代田区）、健康増進法、食育基本法）  

－40－   



健診   保健指導   レセプト  母集団  
保健医療福祉指標  

個人評価   ○   ○   ○  

（事例）   （健診結果）  （生活習慣  

改善状況）   
確認）  

集団評価   ○   ○   ○  

（集計）   （有所見者  （内臓脂肪  （母集団との  

割合）   症候群該当  比較）  

者・予備群  

の割合）  

事業   ○   ○   ○   ○  

プログラム  （受診率、有所  （保健指導  （医療費の適  （死亡率、有病率  
評価   見者割合の改  実施率、有   正化）   、医療責、要支援  

善率）   所見割合の  ・介護認定）  

改善）  

（ ）内は、特に評価すべき指標   

－41一   



保健・医療サービスの質の 

・構造（ストラクチャー）：誰が・どういう体制で  

施設、医療機関設備、マンパワー数、検査治療機器など、  

事業や活動サービス提供前から整備されているもの。  

・過程（プロセス）：どのように  

適切な健診、適切な保健指導、適切な治療など、事業  

サービスの内容  

・事業実施量（アウトプット）：どれだけやって  

事業の実施量  

・健康結果（ヘルス・アウトカム）：その結果どうなったか  

有所見率、罷患率、有病率、再入院率等、要支援・要介護率、  

死亡率など事業やサービスが提供されて生じる結果  

・満足度（カスタマーーサティスファクション：CS）：  

事業やサービスの対象者や対象集団全体の満足度のこと。  

ー42－   



評価フレームワーク  健診・保健指導プログラムの評価項目  

構造t・‥誰が   健診対象者への健診受診勧奨システム  

（ストラクチャー）   適切な精度管理をしている健診実施機関数、  
（資源）   スタッフ（医師、健診担当者、保健指導担当者）、  

保健指導（情報提供・動機付け支援・積極的支援）に係る人的資源、  
保健指導者教育の機会  
ITなどの情報提供サービスの整備など  
健診・保健指導プログラムの企画・評価支援体制  

過程‥t・どのように  ①サービスの拡がりを示す指標：  
（プロセス）   健診受診率、健診実施機関利用者数、保健指導（情報提供、動機付  
（実績）  け支援・積極的支援）利用率、有病者の受診率等、  

（ヨサービスの質を示す指標：  
事業実施量  健診の精度管理、効果的な保健指導の利用割合等、  

・・・どれだけやって  ③サービスの利用し易さを示す指標：  
（アウトプット）   健康づくりのアクセス、効果的な保健指導のアクセス等  

柘果＝…・どうなって  MS有所見音数・率、MS予備軍数・率、  
（アウトカム）   肥満者数・率、腹囲基準値以上者・率、糖尿病者数・率、高血圧音数  

・率、高脂血症者数・率、  
医療機関で適切な医療を受ける対象者数・率、  
生活習慣の改善に取り組む対象者数・率  
健診測定結果の改善率など  

最終的成果   MS関連医療費、MS関連重症化t合併症発症者数・率、  
・・・どうなったか  虚血性心疾患・脳卒中による死亡数■率、  

（イン／くクト）  要支援・要介護者の致など   
（目標）  

4：うー   
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（前）  

（後）  
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4．保険者におけるデータ分析、  
健診■保健指導の実施・評価   

険者が実施主体となる意義   

・対象者（分母）が明確になるため受診率、健   

診・保健指導の成果等を評価することができる。  

・健診一保健指導データとレセプトを突合した   

データの分析を行うことにより計画作成および   

予防事業の効果を評価できる。また、どの部   
分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を   
行うのが効果的かを検討することができる。  

・未受診者、治療中断者を把握し、疾病予防・重   
症化防止ができる。  

一46－   



保険者におけるデータ分析、  
健診・保健指導の実施・評価の考え方  

・保険者は、40－74歳の被保険者、被扶養者の全員   
の実態を把握し、健診の受診を促すとともに、健診結  
■・－t ＿ ．＿¢    L．＿」．．．」 ⊥T ■＿ヽ＿■－l・・▼・1■  ヽ■ ＿．．．．＿．＿一L＿J【 It■1⊥トt－白土 ′⊥士．■・n⊥亡コ  

めデニタを有効に活用し、必要な保健指導（情報提  

居
 

支援一積極的支援）を受ける者を確実に 県 動機付  

劃
掴
 
 

善 の取り組みを支援する。  

い
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保健指導プログラムが  ま  

有   て、ICD－10に基づい  た
 
 

つ
 
 

七分類される疾病め治療状況についてレセプトデータ   

などを活用して評価を行う。  
・保険者は、レセプトデータを活用した分析を詳細にす   

ることで、健診・保健指導の計画、評価、分析をすす   
めることが必要である。  

・評価・分析結果は、保健指導の質的量的改善、アウト   
ソーシング先の選定の参考にするなど、保健事業の   
改善に用いる必要がある。  

一47一   



：具体的な健診・保健指導の実施・評価の手順（例）  

医療保険者において、健診・保健指導関連データとレセプトを突合したデータを用いて健診・保健指ヰの評価  
を行うため、医師、保健師、管理栄養士等は、生活苦憮病は予防可能であることを理解し、予防するために何  
が必要かを考えることができるものとする。また、予防ができなかったケースのデータから、なぜ予防できな  
かったのかについて分析することも重要である。  

①利用するレセプトの抽出  

○ 利用するレセプトは、生活習慣病に関係する病名により抽出することとする。  

○ レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾うこととする。  

○ 将来的にレセプトがオンライン化されればt子データからの変換が可能となるが、それまでは、健診データに  
レセプト病名コードを追加することにより対応する。  

②集団の疾患特徴の把握  

（高額レセプト、最期レセプト、重複疾病の抽出による突合分析）  

○ 高額なレセプト（例：1ケ月200万円以上など）を分析することにより、どのような疾患が高額になっているかを  
調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導の対象とするか考える（様式1－1、2）。  

○ 高額なレセプトだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医療費が高額になる疾患についても  
調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導の対象とするかについても考える（様式2－1～3）。  

○ 被保険者集団の特徴や健康課題を把握するため」覆数の生活習慣病の権患状況を調べ、糖尿病、高血圧  
症、高脂血症、虚血性心疾患、脳卒中、人工透析を要する慢性腎不全等の疾病毎に分析を行うこととする（様  
式3－1～7）。  

○ 全国又は都道府県のデータと比較することにより、被保険者集団の疾患分布等の特徴を把握するための資  
料を収♯・作成する（様式4－1～6）。  

○ 健診・保健措辞の効果を評価するため、レセプト分析により、保健指導による重症化予防、合併症予防の成  
果を確認する（様式5－1－14）。  

具体的な健診・保健指導の実施・評価の手順 …  
（例）  

③集団の健康状況の把握（健診・保健指導緒異による経年的なアウトカム評価）   
○ 被保険者集団全体の健康状況を把握するため、健診有所見舌状況、内臓脂肪症候群（メタポリックシンド   
ローム）のリスクの重複状況、健診受診率、支援別保健指導実施率等の健診・保健指導実施結果の特徴を、経   
年的データを用いて分析する（様式6－1～8）。  

⑥健診・保健指導の総合的評価に関するデータ   
○ 毎年の健診・保健指導事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者・予備群への移行音数の減少以外   
にも、補足的な評価項月が必要である。   
○ 補足的な評価項目としては、看病舌又は予備群のままであったとしても、リスク数の減少などが想定される。   
○ 健診・保健指導の兼用と医療費の削減効果が比較できる仕組みが必要である。   
○ 医療保険者は、被保険者に対して健診・保健指導の総合的評価を情報提供することが必要である。  

⑤健診受診者個人の評価   
○ 健診受診者ごとの腹囲、体重、血圧等の改善も評価すべきである。   
○ 腹囲の増加、体重の増加等が認められないこと、追加リスクがないこと（現状維持）も評価すべきである。ま   
た、追加リスクがある場合であっても腹囲等が減少したことを評価すべきである。   
○ 動機づけ支援、積極的支援の対象者については、生活習慣の変化（食事、運動、喫煙等）、行動変容の準   
備段階（ステージ）の変化、設定日樺の達成状況についても評価すべきである。  
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羅  t名   tcDlOコード   
7こ〉Il■  リー■け■  
瞳先■位  優先■位  

虚血性心疾t事  急性心筋捜暮   121  
2  125  
3  150  
l  t2Cl  
5  122  
6  

丁  
8  

，  145  
tO   l■7  

心■■勤および租■   lヰ8  

12  lヰ9   

2  i指稽 t   ■  
2  161  
3  163  
l   165－6－   

3  瞥護盲  憬性■不全   N18   

1  勤瞭躁化   アテローム曝化痘   lTO  
大地覿瘡および解▲   け1   

5  ■尿■  i  ElO－Ell  
及び合併症  2  E142  

2  E142  
3  E143  
4  ∈1ヰ4  

5  Elヰ5  
5   E145   

ち  t血圧性疾量  i  
及び合併症  2  

J  t12  
●  】13  

5  I15   

高脂血症  嘉Il血▲   E78   

8  轟尿酸血症  高尾■血虚  
軒家i‾    脂耐蘇岬’  

男   被保険者   被扶養者   計  

40－49鼓  

50－59歳  

60－69鼓  

70－74歳  

合計  

女   被保険者   被扶暮春   計  

40－49歳  

50－59歳  

60－69歳  

70一丁4歳  

合計  
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男   被保険者   披扶♯看   計  

40－49歳  

50－59歳  

60－69歳  

7D一丁4歳  

合計  

女   被保険者   被扶養者   計  

40－49歳  

50－59歳  

60－69歳  

70－74歳  

合計  

健診結果  

メタポリツクシンドローム有所見者数・割合（例）  

総数  40－49歳   50－59歳   60－69歳   70－74歳  

男性・女性  
人数  ％  人数  ％  人数  ％  人数  ％  人数  ％   

健診受診者数  

喫煙者  

多量飲酒者  

運動習慣保有者  

適切な食事習慣保有者  

睡眠による休養が不十分  
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保健指導階層分類と実施率（例）  

男性・女性  

事£敷  40・49  50・59  GO・69  70▼74  

平成  年度  
人数  割合  人数  割合  人数  割合  人数  割合  人数  割合  

対象者数・割合  

健診受診者総数                          保健指導実施数・   

実施率  

情報提供  対象者数・割合  

（所見がない  

もの）  実施率  

動機づけ支援  

（リスク個数  

1～2個）   実施率  

積極的支援  
（リスク個数  

3個以上）   実施率  

対象者数・割合  
（再）医療管理に   

よる支援                          保健指導実施数・   
実施率  
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臓脂肪型肥満に着目した生活習債病対  各医療保険者、都道府県、国レベルで以下のような分  
析・評価を行い、生活晋≠病の減少に努める。  

生
活
習
慣
病
の
発
症
★
暮
症
化
 
 

生活機能の低下   
羊介護状態  

・半身の麻痺   

・日常生活に   おける支陣   

・認知症  

など  

不儀鷹な生活習慣  

・不適切な食生活  
（エネルギーの遺書q零）   

・運動不足   

・ストレス過剰   

・飲酒   

・喫煙   など  

生活習慣病   

・稚尿病   

・高血圧症   

・高脂血症  

など  

王症化・合併症  

・丘血性心疾患   
（心筋梗暮、鉄心應）   

・脳卒中   
（脳出血．脇桂▲等）   

・糖尿病の合併症   
（綱旗症・人工透析  

零）  

など  

空腹時血糖  
100≦く126mg／d  
Hb人Ic  

5．5≦く6．川  

中性脂肪   
≧15伽tgノd】  

HDトCく4伽Ig／dl  

血圧（収縮期）  
130≦く14伽鵬1g  

血圧（拡張期）  
85≦く9州g  

空腹時血糖   
≧126mg／d】  

HbAIc≧6．11  
中性脂肪   

≧150mg／dl  
HDし－Cく4伽】g／d  

血圧（収縮期   
≧14aⅧ肌g  

血圧（拡張期   
≧9伽州g  

・レセプト病名  
（lCDlOコード）  

狭心症I20  
急性心筋捷暮121  
くもIl下出血160  
脇内出血161  
脳梗暮I63  
慎性甘不全N柑  
♯尿病E11－【】4  

糠床病腎痘【112  
糖尿病網膜症E113  
本惣性高血圧症IlO  
高脂血症E78  な  

要介夏蔓度   
要支援1   

要支捷2   

要介護1   

要介護2   

要介護3   

要介護4   

要介靂蔓5  

専
也
的
評
中
指
攫
等
 
 

医療保険者→都道府県個へのデータの流れ（イメージ）  

厚生労働省  

＿て‾＿ ＿‾き＿＿ ＿＿三‾＿  

［ニコ  

凸   凸   
凸圧≡返還警句  

医療保険者  

①医療保険者は、健診・保健指導の実施状況（健診受診率、保健指導実施  
率、内剛旨肪症候群該当者一予備群の減少数等）について、支払基金に   
データを提出（高齢者医療法第142条）。  

②厚生労働省は、支払基金からデータの提出を受ける  
（高齢者医療法第16条又は第152条）。  

③厚生労働省は、そのデータを被保険者・被扶養者の住所地に従って都道  
府県毎に整理し、評価・分析を行う（高齢者医療法第16条）。また、都道府   
県からの求めに応じて、都道府県にデータを送付（高齢者医療法第15条）。  
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